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◎ 前ページまでの下の余白の標語について、このような行為を行い、処罰されますと公民権停止の対象となります。

 

◎竹内邦彦　○　橋　誠　岡安謙典　川　　修
　　黒見節子　津本辰己　森岡和雄　森西順次　　
　米井知博　　　　　　　　　　　　　　　　

　

当
委
員
会
は
、
平
成
十
七
年
五
月
に

 

◎庄司勝義　○久永良一　秋山幸則　川端恵美子
　　河本英敏　近藤吉一郎　竹内靖人　中島完一　　

松本義隆　　　　　　　　　　　　　　　　

さ
れ
ま
し
た
。
目
的
は
、
市
民
の
信
頼

と
負
託
に
応
え
、
市
民
に
開
か
れ
た
議

会
を
目
指
し
て
、
議
会
の
改
革
・
改
善

に
つ
い
て
論
議
し
、
議
会
の
一
層
の
活

性
化
に
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
各
委
員
が
所
属
す
る
会
派
か

ら
提
出
の
あ
っ
た
検
討
項
目
を
、
当
委

員
会
で
検
討
す
る
も
の
と
、
議
会
運
営

委
員
会
な
ど
で
検
討
す
る
も
の
と
に
区

分
し
ま
し
た
。
最
終
的
に
、
当
委
員
会

で
検
討
す
る
も
の
と
し
て
は
、
八
つ
の

項
目
に
絞
り
込
み
ま
し
た
。

　
「
議
員
定
数
」
な
ど
の
五
項
目
は
、

本
年
十
二
月
を
目
標
に
協
議
を
進
め
る

こ
と
と
し
、
ま
た
「
行
政
視
察
の
あ
り

方
」
な
ど
の
項
目
は
、
本
年
十
月
を
目

標
に
、
方
針
・
方
向
性
を
出
し
て
い
く

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

七
月
八
日
に
開
催
し
た
委
員
会
で
は
、

「
議
員
活
動
旅
費
」
と
「
行
政
視
察
の

あ
り
方
」
に
つ
い
て
論
議
し
、
そ
れ
ぞ

れ
、
会
派
で
、
再
度
検
討
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

川　　岡安　森岡　津本　黒見
米井　竹内（邦）　　橋　森西

松本　中島　河本　川端　竹内（靖）
近藤　庄司　久永　秋山

設
置
さ
れ
、
数
あ
る
広
域
行
政
の
課
題

の
中
か
ら
「
総
合
ご
み
処
理
セ
ン
タ
ー

建
設
」
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。
改
選
後
に
お
い
て
も
、
広

域
行
政
に
関
わ
る
諸
課
題
や
総
合
ご
み

処
理
セ
ン
タ
ー
建
設
に
つ
い
て
の
さ
ら

な
る
調
査
研
究
の
必
要
性
か
ら
引
き
続

き
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
、「
津
山

圏
域
資
源
循
環
施
設
組
合
」
の
設
立
に

よ
り
、
総
合
ご
み
処
理
セ
ン
タ
ー
建
設

事
業
は
、
こ
の
一
部
事
務
組
合
に
す
べ

て
移
行
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
業
に
つ
い
て

当
委
員
会
と
し
て
の
役
目
を
終
え
た
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
広
域
行
政
の
課
題

は
、
公
共
交
通
、
観
光
な
ど
多
方
面
に

渡
り
ま
す
。

　

七
月
十
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員
会
で

は
、「
公
共
交
通
」
を
テ
ー
マ
に
論
議

し
ま
し
た
。
今
後
は
、
よ
り
よ
い
公
共

交
通
体
系
を
目
指
し
、
で
き
う
る
こ
と

に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

当
委
員
会
は
、
昨
年
十
二
月
に
設
置


